
平成２３年さいたま市議会６月定例会提出予定議案一覧

（平成２３年６月８日　開会予定）

平成２３年５月２４日現在

議案番号 件　　　　　　　　　　名 備　　考

７５ 平成２３年度さいたま市一般会計補正予算（第３号） 財 政 課

７６ 平成２３年度さいたま市一般会計補正予算（第４号） 財 政 課

７７ 平成２３年度さいたま市下水道会計補正予算（第１号） 財 政 課

７８
さいたま市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条
例の制定について

人 事 課

７９ さいたま市市税条例の一部を改正する条例の制定について 税 制 課

８０ さいたま市図書館条例の一部を改正する条例の制定について 管 理 課

８１
さいたま市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定
について

高 齢 福 祉 課

８２
さいたま市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定
について

青 少 年 育 成 課

８３
さいたま市同和対策審議会条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

人権政策推進課

８４
さいたま市コミュニティ施設条例の一部を改正する条例の制定
について

コミュニティ推
進 課

８５
さいたま市六日町山の家条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

六 日 町 山 の 家

８６ さいたま市農村広場条例の一部を改正する条例の制定について
見沼グリーンセ
ン タ ー

８７
さいたま市大宮花の丘農林公苑条例の一部を改正する条例の制
定について

大宮花の丘農林
公 苑

８８
さいたま市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

み ど り 推 進 課

８９
さいたま市下水道事業審議会条例の一部を改正する条例の制定
について

下 水 道 総 務 課

９０
さいたま市水道事業審議会条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

経 営 企 画 室

９１ 訴えの提起について 学 事 課

９２ 訴えの提起について 学 事 課

報道機関　各位
　議　題　１

記者発表資料
平成２３年６月３日（金）
問い合わせ先
条例議案　　総務部　法制課
　　　　　　内線2316
予算議案　　財政部　財政課
　　　　　　内線2516



９３ 訴えの提起について 学 事 課

９４ 和解について
新都心整備対策

室

９５ 市道路線の認定について 土 木 総 務 課

９６ 市道路線の廃止について 土 木 総 務 課

９７ 教育委員会委員の任命について 総 務 課

９８ 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 課

９９ 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 課

１００ 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 課
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平成２３年さいたま市議会６月定例会提出議案一覧 
 

合計２６件（予算議案３件・条例議案１３件・一般議案４件・道路議案２件・人事議案４件） 
 
≪予算議案≫ 

議案第７５号～議案第７７号 

 （内容） 

・ 平成２３年度さいたま市一般会計補正予算（第３号） 

・ 平成２３年度さいたま市一般会計補正予算（第４号） 

・ 平成２３年度さいたま市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 
≪条例議案≫ 

議案第７８号 さいたま市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・総務局人事部人事課） 

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 育児休業をすることができない職員の改正 

・ 非常勤職員について、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が１年以上で

ある者に該当する場合その他の一定の要件を満たす場合に育児休業をすることができる

こととするもの。 

２ 育児休業の期間の末日 

 ・ 非常勤職員について、育児休業をすることができる期間の末日を、該当する事由に応

じて子の１歳到達日、子が１歳２か月に達する日又は子が１歳６か月に達する日と規定

するもの。 

  ３ 再度の育児休業をすることができる特別の事情の改正 

・ 次に掲げる事情について、非常勤職員が再度の育児休業をすることができる特別の事

情として新たに規定するもの。 

    ア １歳から１歳６か月までの子を養育するために育児休業をしようとすること。   

イ 任期の末日まで育児休業をしている者が、任期の更新又は採用に伴い、引き続き育 

 児休業をしようとすること。 

４ 部分休業をすることができない職員の改正 

・ 非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。）について、任命権者を同じくする職

に引き続き在職した期間が１年以上である者に該当する場合その他の一定の要件を満た

す場合に部分休業をすることができることとするもの。 

（施行期日） 公布の日 

 

議案第７９号 さいたま市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・財政局税務部税制課） 

地方税法の一部改正に伴い、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため、所要の改正

を行うもの。 

 （内容） 

１ 個人市民税関係 
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  雑損控除の特例 

・ 東日本大震災による住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、納税義務者の選

択により、平成２２年において生じた損失の金額として、平成２３年度分個人市民税

での適用を可能とするもの。 

     住宅借入金等特別税額控除の適用の特例 

    ・ 住宅借入金等特別税額控除の適用住宅が、東日本大震災により居住の用に供するこ

とができなくなった場合においても、平成２５年度分以降の個人市民税の控除対象期

間の残存期間について、引き続き適用を可能とするもの。 

  ２ 固定資産税及び都市計画税関係 

   ・ 東日本大震災により滅失し、又は損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地につい

て、平成２４年度から平成３３年度までの各年度分において、当該土地を住宅用地とみ

なして課税標準の特例措置等の規定を適用する場合の申告規定等の整備を行うもの。 

 （施行期日） 公布の日（１ については、平成２４年１月１日）。ただし、１ 及び２につ

いては、平成２３年４月２７日に遡って適用する。 

 

議案第８０号 さいたま市図書館条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・教育委員会中央図書館管理課） 

  図書館の効率的な運営を目的とした休館日及び利用時間の見直し並びにさいたま市立武蔵浦

和図書館の設置に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  １ 休館日の見直し 

   ・ 図書館の一部について、休館日を「月曜日」から「火曜日」に変更し、その他の規定

を整備するもの。 

  ２ 利用時間の見直し 

・ 図書館の一部について、利用時間を「午前９時から午後７時まで」から「午前９時か

ら午後６時まで」に変更するもの。 

３ 武蔵浦和図書館の新設 

   ・ さいたま市立武蔵浦和図書館を市内南区別所７丁目２０番１号に設置し、並びに休館

日及び利用時間を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２４年４月１日（３については、同年６月１日） 

 

議案第８１号 さいたま市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・保健福祉局福祉部高齢福祉課） 

老人福祉センターが未整備である南区にさいたま市老人福祉センター武蔵浦和荘を設置する

ため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 老人福祉センターの新設 

・ さいたま市老人福祉センター武蔵浦和荘を、市内南区別所７丁目２０番１号に設置す

るもの。 

 （施行期日） 平成２４年５月７日 
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議案第８２号 さいたま市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・子ども未来局子ども育成部青少年育成課） 

放課後児童クラブが未整備である野田小学校区内にさいたま市立野田放課後児童クラブを設

置するため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  ・ 放課後児童クラブの新設 
   ・ さいたま市立野田放課後児童クラブを、市内緑区大字上野田１６番地に設置するもの。 

（施行期日） 平成２４年４月１日 

 

議案第８３号 さいたま市同和対策審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・総務局総務部人権政策推進課） 

同和対策事業の一層の推進を図るため、審議会の委員について所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 審議会の委員に係る改正 

・ 委嘱することができる者に「関係団体の代表者」を加え、委員の定数を６人以内から

１２人以内に改めるもの。 

 （施行期日） 公布の日 

 

議案第８４号 さいたま市コミュニティ施設条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・市民・スポーツ文化局市民生活部コミュニティ推進課） 

南区にさいたま市武蔵浦和コミュニティセンターを設置するため、所要の改正を行うもの。 

 （内容）  

１ 名称及び位置 

・ さいたま市武蔵浦和コミュニティセンターを市内南区別所７丁目２０番１号に設置す

るもの。 

２ 施設の構成 

 ・ さいたま市武蔵浦和コミュニティセンターの施設は、多目的ホール、レクリエーショ

ンルーム、集会室、音楽室、駐車場及び自転車等駐車場とするもの。 

３ 使用料 

 ・ さいたま市武蔵浦和コミュニティセンターの施設の使用料を定めるもの。 

 （施行期日） 平成２４年５月７日 

 

議案第８５号 さいたま市六日町山の家条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・市民・スポーツ文化局市民生活部六日町山の家） 

さいたま市六日町山の家について指定管理者制度を導入するため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 指定管理者による管理 

・ さいたま市六日町山の家の管理を指定管理者に行わせるとともに、利用の承認等を行

わせることができることとするもの。 

２ 利用料金の収受 

 ・ さいたま市六日町山の家の利用料金を指定管理者の収入として収受させるもの。 
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 （施行期日） 平成２４年４月１日 

 

議案第８６号 さいたま市農村広場条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・経済局経済部見沼グリーンセンター） 

  さいたま市農村広場について指定管理者制度を導入すること等に伴い、所要の改正を行うも

の。 

 （内容） 

  １ 利用者の資格に係る住所要件の廃止 

   ・ さいたま市農村広場を利用できる者について、農業関係者等の利用を促進するため利

用者の資格に係る住所要件を廃止するもの。 

  ２ 指定管理者による管理 

   ・ さいたま市農村広場の管理を指定管理者に行わせるとともに、利用の許可等を行わせ

ることができることとするもの。 

  ３ 利用料金の収受 

   ・ 農業者総合研修施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるもの。 

 （施行期日） 平成２４年４月１日 

 

議案第８７号 さいたま市大宮花の丘農林公苑条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・経済局経済部大宮花の丘農林公苑） 

  さいたま市大宮花の丘農林公苑について指定管理者制度を導入するため、所要の改正を行う

もの。 

 （内容） 

  １ 指定管理者による管理 

   ・ さいたま市大宮花の丘農林公苑の管理を指定管理者に行わせるとともに、利用の許可

等を行わせることができることとするもの。 

  ２ 利用料金の収受 

   ・ 緑のふるさとセンターの利用料金を指定管理者の収入として収受させるもの。 

 （施行期日） 平成２４年４月１日 

 

議案第８８号 さいたま市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 
       （所管課所・都市局都市計画部みどり推進課） 

  独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行により、独立行政法人雇用・能力

開発機構が解散し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構がその業務を承継すること

に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  ・ 許可不要の者の改正 

・ 風致地区内における建築物の建築等の行為について、市長の許可を要しない者のうち、

「独立行政法人雇用・能力開発機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機

構」に改めるもの。 

 （施行期日） 平成２３年１０月１日 
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議案第８９号 さいたま市下水道事業審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・建設局下水道部下水道総務課） 

下水道事業の円滑な運営に関し広く市民の意見を踏まえた審議を行うため、審議会の委員に

ついて所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 審議会の委員に係る改正 

・ 委嘱することができる者に「市民」を加えるもの。 

 （施行期日） 公布の日 

 

議案第９０号 さいたま市水道事業審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・水道局経営企画室） 

  水道事業の円滑な経営について充実した審議を行うため、審議会の委員について所要の改正

を行うもの。 

 （内容） 

・ 審議会の委員に係る改正 

  学識経験を有する者の定数を３人以内から６人以内に、水道の使用者の定数を５人以

内から９人以内に改めるもの。 

  委員の任期を１年から２年に改め、再任ができることとするもの。 

 （施行期日） 公布の日 

 

≪一般議案≫ 
議案第９１号 訴えの提起について 

       （所管課所・教育委員会学校教育部学事課） 

  入学準備金を借受け、定められた期日が経過しても返還せず、再三にわたる催告にも応じな

い者に対し、入学準備金の返還を求める訴えをさいたま簡易裁判所に提起し、又は和解するた

め、議決を求めるもの。 
 （内容） 
  １ 請求の趣旨 

・ 相手方に対し、入学準備金の返還及び訴訟費用の負担を求める。 
  ２ 訴訟遂行の方針 
     入学準備金を全額返還する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見込まれる場合は、

和解する。 

     判決の結果必要と認めた場合は、上訴する。 

 
議案第９２号 訴えの提起について 

       （所管課所・教育委員会学校教育部学事課） 

  入学準備金を借受け、定められた期日が経過しても返還せず、再三にわたる催告にも応じな

い者に対し、入学準備金の返還を求める訴えをさいたま簡易裁判所に提起し、又は和解するた

め、議決を求めるもの。 
 （内容） 
  １ 請求の趣旨 
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・ 相手方に対し、入学準備金の返還及び訴訟費用の負担を求める。 
  ２ 訴訟遂行の方針 
     入学準備金を全額返還する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見込まれる場合は、

和解する。 

     判決の結果必要と認めた場合は、上訴する。 

 

議案第９３号 訴えの提起について 

       （所管課所・教育委員会学校教育部学事課） 

  入学準備金を借受け、定められた期日が経過しても返還せず、再三にわたる催告にも応じな

い者に対し、入学準備金の返還を求める訴えをさいたま簡易裁判所に提起し、又は和解するた

め、議決を求めるもの。 
 （内容） 
  １ 請求の趣旨 

・ 相手方に対し、入学準備金の返還及び訴訟費用の負担を求める。 
  ２ 訴訟遂行の方針 
     入学準備金を全額返還する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見込まれる場合は、

和解する。 

     判決の結果必要と認めた場合は、上訴する。 

 
議案第９４号 和解について 

       （所管課所・政策局政策企画部企画調整課新都心整備対策室） 

  さいたま新都心第８－１Ａ街区整備事業について、民間事業者の撤退に伴う当該事業の終了

により市が負った損害に対し、和解をするため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

１ 和解の内容 
  出資者（丙１から丙４までをいう。以下同じ。）は、甲に対し、本事業の終了に伴い、

基本協定に規定する損害賠償金として合計金９，９００万円を以下のとおり分割して、

本和解の成立後、１ケ月以内に各自支払う。 
    丙１支払額 金３，２６７万円 
    丙２支払額 金２，９７０万円 
    丙３支払額 金９９０万円 
    丙４支払額 金２，６７３万円 

  甲及び民間事業者（乙及び出資者をいう。以下同じ。）は、本和解に定める事項のほ

か、本事業に関し甲と民間事業者との間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。  
２ 当事者 
  甲 さいたま市  

   乙 さいたま新都心開発特定目的会社 
   丙１ 三菱地所株式会社 
   丙２ 株式会社新日鉄都市開発 
   丙３ 大栄不動産株式会社 
   丙４ 鹿島建設株式会社 
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≪道路議案≫ 
議案第９５号 市道路線の認定について 
       （所管課所・建設局土木部土木総務課） 
 （内容） 
    一般  ２１路線 
    開発  １４路線  計３５路線 
 

議案第９６号 市道路線の廃止について 
       （所管課所・建設局土木部土木総務課） 
 （内容） 
    一般  ３８路線 
    開発   １路線  計３９路線 
 
≪人事議案≫ 
議案第９７号 教育委員会委員の任命について 
       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  教育委員会委員として任命するため、同意を求めるもの。 
 
議案第９８号～議案第１００号 人権擁護委員候補者の推薦について 
       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  人権擁護委員候補者として推薦するため、議会の意見を求めるもの。 
 
 







































































 
 
 
 
 

東日本大震災に伴う災害復旧・復興対策 

（平成２３年６月時点） 

 

 

《 心はひとつ、ともに明日へ 》 

 

 

 

 

 

 

さいたま市 



 

 

 

 

３月１１日に発生した東日本大震災は、日本国内観測史上最大規模の地震となり、

その直後の想像を絶する大津波により、一瞬にして多くの尊い人命が奪われ、人々

が長年の歳月をかけて築きあげてきた街や家屋等を瓦礫の山と化し、更には過去に

例のない原子力発電所の大事故も併発し、人々の幸せをいとも簡単に崩壊させてし

まった震災となりました。 

 本市においても道路や公共施設等が破損し、また、放射性物質による大気汚染や

計画停電の実施等が余儀なくされ、安定した市民生活が不安の窮地に追い込まれま

した。 

 このような状況の中、本市の災害対策を改めて見直し、課題となる事業を早期に

着手するとともに、東北地方を中心とする被災地においても、一日も早く安心・安

全な生活が営まれるよう、そして一日も早く被災された企業が再起できるよう、積

極的な対応を行っていくことが大変重要であると考えております。 

 そのため、本市では、『安心安全な市民生活の確保』、『被災地支援対策』、『節電・

エネルギー対策』、『経済対策』を基本的な柱とし、一層の市民生活の安心・安全を

確保するために取り組むべき対策をまとめたところであり、今後、できることから

早急に取り組むとともに、実状に応じた更なる対策を継続的に講じてまいります。

また、被災地に対しても、全市を挙げて、市民一人ひとりの思いや願いを込めて、

復旧・復興の一助となるよう、“心はひとつ、ともに明日へ“ を理念として全力で

取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災に伴う災害復旧・復興対策 
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Ⅰ 安心安全な市民生活の確保  
 

１．速やかな災害復旧 
学校や道路等の公共施設、上下水道等に生じた被害については、迅速な対応

により、概ね復旧したところであるが、残る施設等についても、引き続き一日も早い復

旧に取り組む。また、著しい損壊が生じた栄小学校については、近隣施設の活用や

仮設校舎の設置等により、教育環境の確保に努めるとともに、学校施設の復旧に速

やかに着手する。 

 

２．放射性物質への対応 
    市民生活の安心・安全が確保できるよう、埼玉県との情報共有や連携を図

り、迅速かつ的確な情報提供を行うとともに、原発災害関連研究チームを設

置し、状況に応じて即時に対策がとれるよう取り組む。 

 

３．災害に強いまちづくりの推進 
首都直下型地震等が想定される中で、本市の被害を少しでも減少させるため、今

回の震災を教訓として地域防災計画を見直す。特に避難所となる公共施設の耐震

化を早急に進めるとともに、災害時の情報収集・伝達機能を強化するなど、ハード・

ソフト両面からの取組みを進める。 

 

４．九都県市の連携・協力     
帰宅困難者対策などの首都圏共通の課題について、九都県市の連携・協力の

下、対策を進める。  

 

 

 

 

 

                     とりまとめ：危機管理部 
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Ⅱ．被災地支援対策 
 

１．人的支援 
政令指定都市間の災害時の応援協定や国の要請等に基づき、被災者の救助、

ライフラインの復旧や避難場所等における相談等の業務に従事するため、職員を被

災地へ派遣してきたところである。 

また、全国市長会の要請により、罹災証明の発行や健康相談等の業務を行うた

めに被災地へ職員を派遣しているが、今後は本市独自の支援策として、災害ボラン

ティアへの支援を通じた被災地に対する支援活動にも取り組む。 

 

２．物的支援            
震災直後の被災地の避難場所運営を支援するために、政令指定都市間の災害

時の応援協定等に基づき、アルファー米・毛布等の物資を支援した。 

また、被災地からの要請等を受け、ボランティア等の協力により、市民に提供して

いただいた物資の支援も行ったところであり、引き続き継続的に物資支援を行う。 

 

３．本市に避難している被災者への支援            
本市に避難している被災者が、一日も早く安定した生活が送れるようにするため、

家財道具の提供等の生活支援を行うとともに、各区役所に相談窓口を設置し、雇

用・住宅・教育等の相談に対応する。 
 

４．経済的支援            
今回の大震災や原発事故により被害を受けている被災地の企業・農家等の復

旧・復興に向けて、被災地企業への事務所スペースの提供や、被災地の農産物等

のＰＲに積極的に取り組む。 

 

 

 

とりまとめ：危機管理部 
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Ⅲ．節電・エネルギー対策 
 

１．さいたま市役所における節電対策 
今回の電力危機を乗りきるために、「さいたま市局・施設別節電計画」の作成・実

施、「さいたま市版サマータイム制」の導入、「節電ビズ」の実施等、職員一丸となり、

率先して市有施設における電力使用量の削減を図る。 

 

２．家庭・個人及び事業者に対する啓発            
節電の機運を高めるために、市ホームページや市報の掲載をはじめ、懸垂幕・横

断幕、看板やポスターの掲出、リーフレットや節電家計簿の活用等による啓発活動

を実施する。 

  

３．家庭・個人に対する具体的支援策            
家庭や個人の節電対策を支援するために、太陽光発電補助制度の拡充や蓄電

池等の省エネ節電設備補助制度の新設、緑のカーテン事業の促進等を実施する。 

 

４．事業者に対する節電支援策            
全市的に節電に向けた取組みを進める中で、事業者の営業活動への影響を極

力緩和するため、相談事業や資金面からの支援策を拡充する。 

 

 

 

とりまとめ：環境共生部 
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Ⅳ．経済対策 
 

１．市内産業への支援策 
震災による市内産業への影響に対して、融資制度の創設等に即座に対応したと

ころであるが、引き続き市内産業の支援について、きめ細かく対応する。 

 

２．経済活性化に向けた取組         
震災の影響により沈滞化した地域経済を活性化する一環として、さいたま市１０周

年記念事業やその他各種イベント等を概ね予定通り開催するほか、商業及び商店

街活動の安定的な継続のための支援を行うことにより、地域経済の賑わいに努め

る。 

 
３．雇用対策            

      震災の影響により、就職の内定を取り消された若年者等に対し、正規雇用につな
がる支援を行う。 

 

 

 

とりまとめ：経済部 
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（平成２３年６月時点） 

 

 

 

 

※平成２３年６月補正予算対応経費： ９４６，６９８千円 
 

 

 

Ⅰ．安心安全な市民生活の確保 

      （１,２１１,６５２千円／うち補正対応経費：１９８,７３２千円） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 速やかな災害復旧  
（1,118,652 千円）

 

● 道路・下水道・市営住宅の損壊における復旧事業【建設局 他】 

                           57,687 千円（うち、補正対応経費： 0 千円）

● 小中高等学校損壊における復旧事業       【教育委員会】 

                            547,785 千円（うち、補正対応経費：117,367 千円）

● 水道管損壊における復旧事業            【水道局】 

                                  138,199 千円（うち、補正対応経費： 0 千円）

● その他公共施設損壊における復旧事業     【対象の局・区】 

                                374,981 千円（うち、補正対応経費：   0 千円）

 

 

※ 表記されている経費は、現時点での見込み。 

※ 表記されている経費は、平成２４年度以降の経費を除く。 

 経費 ２２億５，７２９万円 

さいたま市災害復旧・復興支援経費 
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３ 災害に強いまちづくりの推進 
                               （92,600 千円） 
 

● 地域防災計画見直し事業                 【総務局】 

                    11,235 千円（うち、補正対応経費： 0 千円） 

・東日本大震災における対応を踏まえ、関係所管とのヒヤリングや課題の洗い出し作
業を行いながら、各局区間の一層の実働的な計画となるよう、地域防災計画の見直

しを図る。 

  

● 避難場所等耐震補強事業             【教育委員会】 

                   3,250 千円（うち、補正対応経費：3,250 千円） 

  ・継続的に実施していた公共施設の耐震補強に関し、避難場所となっている施設の耐
震補強を前倒しで、早期に着手する。 

 

● 防災機能強化事業              【総務局・消防局】 

                 78,115 千円（うち、補正対応経費：78,115 千円） 

  ・市民の安心安全を一層、確保できるよう、地域防災計画の見直しと併せて、移動系
防災行政無線のデジタル化再構築や消防車輌の補充等を実施し、防災機能及び体制

の強化・充実を図る。 

 

４ 九都県市の連携・協力 
                                  （400 千円） 
 

  ● 九都県市における連携・協力事業             【総務局】 

400 千円（うち、補正対応経費： 0 千円） 
     ・東日本大震災における対応を踏まえ、帰宅困難者対策等の広域的対応について、地

震防災・危機管理対策部会等で検討を重ね、九都県市固有の課題について検討し、

連携・協力を図る。 

 

２ 放射性物質への対応  
 

 

● 放射性物質測定値に関する情報提供 【総務局・環境局 他】 
・国の負託による埼玉県の測定値に関し、県と連携を密にしながら、市ホームページ

や市報に迅速に掲出し、継続的に市民への情報提供を行う。 

 

● 原発災害関連研究チームの設置   【総務局・環境局 他】 

・放射性物質に対応していくために、九都県市等の状況を参考に、本市が対応すべ
き事項を庁内横断的に検討する。 

・放射性物質の漏洩等による本市への影響に関する情報収集や、これに起因する被

害等を最小限にするための対応及び情報提供方法等について検討する。 
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Ⅱ．被災地支援対策 

（１１６,５２２千円／うち補正対応経費：０千円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 物的支援                    （22,785 千円）
                              

 

● 物資支援事業（市からの支援）               【総務局】 

                  22,785 千円（うち、補正対応経費： 0 千円） 
・ 政令指定都市間の災害時の応援協定等に基づき、被災地にアルファー米や毛布を支 

援し、被災地避難所の運営の一助を図った。 

 

● 物資支援事業（市民からの支援）      【総務局・財政局】 

                      
・ 三橋総合運動公園や駒場運動公園を拠点として、ボランティアの協力のもと、市民

から物資を募り、被災地へ支援する。 

 

● 物資支援事業（職員からの支援）        【総務局】   

 
  ・リサイクル自転車や文房具、衣類等を本市職員で募り、被災地へ支援する。 

 

１ 人的支援                    （93,737 千円）
 

● 被災地への職員派遣事業      【総務局・消防局 他】  

                       93,737 千円（うち、補正対応経費： 0 千円）
・政令指定都市間の災害時の応援協定や国の要請等に基づき、ライフライン復旧業

務や各種相談業務、救助業務等を行うために本市職員を被災地に派遣した。 

・全国市長会からの要請に基き、被災地へ職員を継続的に派遣すると共に、今後、

ボランティア等を募り、３日程度の短期間で複数回、被災地でボランティア活動

を実施する。 

 

 

 ※表記されている経費は、現時点で予定している見込み。 

 

３．本市に避難している被災者への支援 

 
● 避難者サポート事業            【区政推進室】 

・本市に避難している被災者に対し、各区役所に設置している相談窓口において、生

活支援や雇用・住宅・教育等の相談業務を継続的に行う。 
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Ⅲ．節電・エネルギー対策 

（９２９,１１６千円／うち補正対応経費：７４７,９６６千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ さいたま市役所における節電対策         （197,109 千円）
                      
 ● 本庁・区役所等における節電対策事業 【環境局・他全局区等】  

                   197,109 千円（うち、補正対応経費：93,500 千円）
・職員全員参加による重点取組として、「さいたま市局・施設別節電計画」の作成・

実施、「さいたま市版サマータイム制」の導入、「節電ビズ」を実施する。 

・主な取組として、公衆街路灯のＬＥＤ化の一層の推進や公共施設の「緑のカーテン

事業」の拡大等を実施する。 

・学校における取組として、夏季休業期間短縮の先送りや「緑のカーテン事業」の実

施校数の拡大等を実施する。 

 

２ 家庭・個人及び事業者に対する啓発        （1,938 千円）
  
● 節電啓発事業                【環境局 他】  

                      1,938 千円（うち、補正対応経費： 0 千円）
・全員参加による節電対策への取組に向けて、市ホームページや市報の掲載及び横断

幕・懸垂幕、看板やポスターの掲出、節電方法を紹介するリーフレットの作成・配

布、節電家計簿の活用等により、啓発活動を実施する。 

 

 

４．経済的支援 

 
● 被災地・被災者向け支援事業          【経済局】 
・震災により業務継続が困難となった被災地企業等が一日も早く再起できるよう、

さいたま市産業創造財団や民間からの協力を得て、創業者向けの事務所スペースを

無償貸与する。 

・さいたま市１０周年記念事業やその他各種イベント等において、義援金箱の設置

のほか、原発事故により風評被害を受けている農産物や特産品等について積極的に

販売やＰＲの場を設ける。 
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３ 家庭・個人に対する具体的支援策         （135,603 千円）
  
● 家庭・個人に対する支援事業         【環境局 他】 

                    135,603 千円（うち、補正対応経費：60,000 千円）
・太陽光発電補助制度の拡充や蓄電池等の省エネ節電設備補助制度の新設、緑のカー

テン事業の促進、省エネナビを活用した節電の推進等を実施する。 

 

４ 事業者に対する節電支援策             （594,466 千円）
  
● 事業者に対する節電支援事業 【経済局・環境局・保健福祉局】  

                    594,466 千円（うち、補正対応経費：594,466 千円）
・電力不足に備えた中小企業向けの節電対策を推進するため、さいたま市産業創造財

団により、「節電合同相談会」や個別訪問による専門家アドバイスを行う。 

・安定的な事業活動継続に必要な電力確保に向けた自家発電装置や蓄電池設備等の設

置を支援するため、緊急特別資金融資制度を拡充する。 

・「商店街環境整備事業」の拡充により、節電対策に効果的な商店街街路灯のＬＥＤ

化事業の更なる推進を図る。 

・障害者支援施設及び高齢者介護施設において、呼吸器や固定式吸引器等の稼動確保

のため、自家発電設備の設置費用の助成を図る。 
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Ⅳ．経済対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市内産業への支援策                     
 

● 緊急及び応急的支援事業            【経済局】  
・自社、関連企業又は取引先の工場や営業所等が地震により被害を受けるなど、震災

に関連して資金調達が必要となった市内中小企業向けに、低利固定の「緊急特別資

金融資（震災対応）制度」を創設した。 

・融資相談のほか、原材料や部品の調達、販路や加工先の確保など、震災に係る様々

な経営相談に対応するため、さいたま市産業創造財団に、震災対応緊急相談窓口を

設置した。 

 

２ 経済活性化に向けた取組         
  

● 経済活性化に向けた事業     【経済局 他対象局・区】 
・地震発生直後から計画停電実施中においては、自粛傾向にあった観光イベント等に

ついて、今後は可能な限り計画どおり実施する方針とし、地域の賑わいを取り戻す。

・「商店街環境整備事業」の拡充により、節電対策に効果的な商店街街路灯のＬＥＤ

化事業の更なる推進を図る。（再掲） 

・現在予定しているドイツとの経済交流や中国鄭州市との国際交流の場などを活用

し、本市及び我が国の安全性について積極的に発信する。 

 

 

３．雇用対策            

       
● 求職者への支援                   【経済局】 
・新卒未就職者を対象とした職場体験人材育成事業について、震災の影響により就職

内定を取り消された若年者も対象に加え、その正規雇用を支援する。 

・求職者に対し就職支援セミナーやキャリア・コンサルティング等への参加を促し、

就労活動を支援する。 

・市主催の就職合同面接会の情報を避難されている方々に積極的に提供し、就労を支

援する。 
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